
 

平成 27年度 枚方市改革・改善サイクルの実施要領 

 

１．実施の趣旨                                                                  

平成 27 年度は、平成 24･25 年度で実施した事務事業総点検での結果と課題、

また、平成 26年度における改革・改善サイクルの取組成果である共通事務及び

類似事業グループに係る評価ポイントを踏まえ、各所管部署において事務事業

の横断的な点検・評価を行うことにより、予算等への確実な反映や、次年度以

降の事務事業の効率的・効果的な執行につなげます。 

 

 

２．対象事業                                                                  

 平成 27年度の点検・評価対象事業については、昨年度同様、枚方市改革・改

善サイクル実施方針に掲げる「事業選定の観点」に基づき、本市の全事務事業

のうち、所管部署及び評価員により事業を選定します。 

 

 

 

 

 

 

 <所管部署による選定>  

拡充・見直しなどを検討している事業（各部１事業以上）を選定します。 

 

 <評価員による選定> 

  以下の類似事業グループ（平成 27年度点検・評価対象事業グループ）から、

さらなる見直しや改善の余地がある事業を選定します。 

 

 

 

 
 

 

 

３．点検・評価資料                                                                  

 資料については、昨年度と同様に、「事務事業実績測定調書」、「事業概要説明

シート」を基本に、点検・評価を実施します。 

平成 27 年度点検・評価対象事業グループ 

３．施設維持管理事業（指定管理除く） 

４．施設等運営事業（指定管理除く） 

18．啓発事業 

21．育成事業 

事業選定の観点（枚方市改革・改善サイクル実施方針から抜粋） 

１．一般的に市民が納得できるものかどうか 

２．行政としてどうしてもやらなければならないものか 

３．もっと費用を抑えられないか 

４．もっと効果を上げる手法はないか 

５．社会情勢の変化に対応して、今、手を入れておく必要がないか 



４．今後のスケジュール                                                   

   

時 期 内    容 

５月 1 日 

 
改革・改善サイクル評価員会議を開催 

平成 27年度実施内容の確認（平成 27年度に点検・評価する類似事
業グループも決定。3･4･18･21 グループ） 

５月初旬 

～６月上旬 

各事務事業の所管部署において、事務事業実績測定調書の作成及び
類似事業グループに分類 

行政改革実施本部会議において、平成 27年度の実施要領を確認 

 事業選定（所管部署） 所管部署が点検・評価事業を選定 

６月上旬 

～７月上旬 
事業選定（評価員） 決定した類似事業グループから、評価員が

点検・評価事業を選定 

7 月上旬 改革・改善サイクル評価員会議を開催 

一次点検・評価事業の決定、所管部署選定事業の疑問点等確認 

7 月上旬 

～下旬 

一次点検 所管部署において、「事業概要説明シート」を作成し、

一次点検を実施 

８月上旬 

～下旬 

一次評価 改革・改善サイクル評価員会議を開催 

評価員が一次点検の内容を評価するとともに、さらに点検が必要な
二次点検事業を選定 

９月上旬 

～下旬 
二次点検 所管部署において、一次評価における指摘内容を踏ま

えて、再点検を実施 

10 月上旬 

～下旬 

二次評価 改革・改善サイクル評価員会議を開催 

評価員において、二次点検の結果を踏まえ、当該事務事業所管部署
の出席を得て評価を実施 

二次点検・評価結果を公表 

11 月上旬 

～中旬 

所管部署において､点検･評価結果(一次・二次)に係る対応案を作成 

「今後の方向性」を「改善」とした事務事業については、可能な効
果額やサービス水準の向上を含め、改善目標を設定 

11 月中旬 行政改革実施本部会議において、対応案・改善目標を確認 

市議会に対応案等を配付（行政改革部は、併せて、市議会総務委員
協議会に、全体的な実施内容を説明） 

対応案等をホームページ等で公表し、市民等の意見を聴取 

１月中旬 

～下旬 

議会､市民等の意見を踏まえ、都市経営会議、行政改革実施本部会
議において点検・評価結果に係る対応方針を決定し、事業計画・予
算に反映 

次年度以降 点検・評価結果に係る対応方針に基づき、各事務事業を執行 

※ 必要に応じて､評価員または事務局(行政改革部)によるヒアリングを実施します。 


